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令和４年第２回定例教育委員会会議議事録 

 

会議室６０１・６０２ 

令和４年２月16日(水) 

15時30時～16時15分 

 

出 席 委 員 

教  育   長                           計 田 春 樹 

 

教育長職務代理             今 村 保 恵 

 

       委    員              長谷川 武 司 

 

委    員              高 橋 正 明 

 

委    員              田 原 知 江 

 

 

事  務  局 

       教育部長                木 村 敏 男 

 

次長兼教育振興課長           石  原   洋 

 

       学校給食課長              沖   克   哉 

 

学校教育課長              山垣内 理 恵 

 

生涯学習課長              平 木 良 典 

 

スポーツ振興課長            紙 田 敬 久 

 

文化課長                  中 川 卓 司 

 

       書記 教育振興課総務企画係長      大 村 寿 行 

 

       書記 教育振興課主任主事        小 倉 佳 恵 
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議      題 

三教委議第２号 三原市立学校管理規則の一部改正について（公開） 

三教委議第５号 三原市歴史民俗資料館等設置及び管理条例施行規則の一部改正につい

て（公開） 

三教委議第６号 令和４年第２回市議会定例会に提出する教育委員会関係議案に対する

意見聴取について（非公開） 

三教委報第２号 県費負担教職員の任免及び懲戒その他の進退に係る内申の承認につい

て（非公開） 
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計田教育長 令和４年第２回定例教育委員会会議を始める。 

本日の議事録署名委員は，今村委員と田原委員にお願いする。 

それでは，令和４年第１回定例教育委員会会議の議事録の朗読を簡潔にお願いする。 

書記（令和４年第１回定例教育委員会会議の議事録を簡潔に朗読） 

計田教育長 議事録を承認してよろしいか。 

（一同承認） 

計田教育長 議事録の承認については，以上である。 

 

計田教育長 それでは，議事に入る。本日の議案・報告事項のうち「三教委議第２号」

及び「三教委議第５号」を公開とし，それ以外は公開になじまないため，非公開として

審議したいと思う。審議の順については，次第に沿って審議したいと思うがよろしいか。 

（一同承認） 

計田教育長 そのように取り扱う。それでは「三教委議第２号」について事務局から説

明願いたい。 

山垣内学校教育課長 ６ページ三教委議第２号「三原市立学校管理規則の一部改正につ

いて」説明します。三原市立学校管理規則の一部を次のように制定します。様式第１号，

様式第３号から様式第９号，様式第11号から様式第22号，様式第24号及び様式第25号を

次のように改めます。７ページから36ページまでがその様式で37ページに提案理由を掲

載しています。提案理由は署名や記名での取扱いへの変更など市の様式の一斉改正に併

せ様式の内容を整理するため，この案を提出するもので，公布の日から施行し適用日は

令和４年４月１日からとします。 

計田教育長 説明を受けた。何か質問や意見はあるか。 

（なし） 

計田教育長 以上で本件の審議を終わり，採決に移る。「三教委議第２号」について，

原案どおり可決することに異議はないか。 

（異議なし） 

計田教育長 全員賛成と認める。よって，「三教委議第２号」は原案どおり可決された。

続いて「三教委議第５号」について事務局から説明願いたい。 

中川文化課長 38ページ三教委議第５号「三原市歴史民俗資料館等設置及び管理条例施

行規則の一部改正について」説明します。本件は提案理由にありますように，円一町に

ある三原市歴史民俗資料館と久井町にある久井歴史民俗資料館の開館時間を統一し，効

率的な施設運営を図るため，規則改正案を提出するものです。改正内容は，39ページの

新旧対照表のうち改正案をご覧ください。改正後は三原も久井も開館時間を午前10時か

ら午後４時までとなります。これまでの開館時間は，始まる時間が9時30分，10時と異な

っておりましたが，これを10時に統一し，閉館時間についても５時から４時に変更する

ものです。 

計田教育長 説明を受けた。何か質問や意見はあるか。 

（なし） 
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計田教育長 以上で本件の審議を終わり，採決に移る。「三教委議第５号」について，

原案どおり可決することに異議はないか。 

（異議なし） 

計田教育長 全員賛成と認める。よって，「三教委議第５号」は原案どおり可決された。 

ここからは非公開にて審議する。傍聴者の方は退席をお願いする。 

（非公開案件審議後） 

 

計田教育長 以上で第２回定例教育委員会会議を終了する。 

16時15分 教育委員会会議終了 

傍聴者１名 

 

 

 

上記のとおり会議の顚末を記載し，その旨相違ないことを証すため，ここに署名する。 

 

署名                

 

署名                


